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令和２年（2020 年）７月豪雨 
非常災害対策本部会議（第２回）議事録 

 
日時：令和２年７月６日（月）17：04～ 
場所：官邸 4 階大会議室 
 
１．気象の概要 
（気象庁長官） 
〇活発な前線により九州北部地方では断続的に猛烈な雨が降り記録的な大雨となっている。

この大雨により本日 7 月 6 日 16 時 30 分に福岡県、佐賀県、長崎県に大雨特別警報を発

表した。 
〇特別警報を発表した市町村ではこれまでに経験したことがないような大雨となっており、

土砂崩れや浸水による何らかの災害が既に発生している可能性が高い状況である。気象

庁としても引き続き最大級の警戒を呼び掛けていく。 
〇また、熊本県の被災地においても雨の強い時間帯が長引く予想となっており、引き続き

土砂災害に厳重に警戒が必要。 
〇梅雨前線は、これから北上や南下をしつつ本州付近に停滞するため、西日本から東日本

の広い範囲で 8 日以降も大雨が続く見込みとなっている。土砂災害や低い土地の浸水、

河川の増水や氾濫に厳重に警戒が必要。 
 
２．被害状況等報告 
（内閣危機管理監） 
〇人的被害は、死者延べ 49 名、昨日報告した段階では 33 名。また、安否不明が 14 名、昨

日の段階は 2 名。併せて 63 名という状況。 
〇被害に遭われた方々の多くは、球磨川の流域にある市町村の浸水地域で屋内又はその近

くから発見された方が大多数。 
〇現在、部隊により昨日から特に人吉市、浸水地域約 4,700 世帯ですが、ここを中心にロ

ーラー的に安否確認、救出・救助を行っている。その過程で残念なことに発見された方

もいる。 
〇孤立地域が 48 地域。特に球磨村の球磨川流域に国道 219 号が通っているが、これが各地

で寸断されているため陸路で行けない状況。現在確認中。 
〇昨日はヘリを多数運用して、地上も含めて全体として約 500 名の方を救出しているが、

約 7 割近くがヘリによる救出である。本日は天候の関係でヘリがほとんど飛べないため、

状況確認や救出・救助はなかなかできていない。陸路による救出・救助活動を中心に行

っている。 
〇避難の状況は、避難者数は合計 2,251 名で、熊本が約 1,800 名でそのうち 1,100 名が人



2 
 

吉市、あと 300 名近くが球磨村の方々。 
〇現在、プッシュ支援を含めて必要な物資を送り込んでいる。 
〇ライフラインは、電力は停電戸数が 10,200 戸となっているが熊本は徐々に解消されつつ

あるが、鹿児島は雨により停電が発生している。上水道は徐々に解消されつつある。通

信関係は、固定・携帯ともかなりの支障が出ているが、球磨川沿いの国道 219 号も含め

てかなり道路が寸断されているため、調査あるいは修理のためなかなか立入ることがで

きない状況で、電気関係・上水・通信関係の復旧が遅れている。 
 
３．各省庁の対応状況 
（防災担当大臣） 
○防災担当大臣として申し上げる。 
○総理から指示のあった「被災者生活・生業再建支援チーム」において確認されたニーズ

に対し、随時プッシュ型支援を行っているところ。 
○食料・飲料のほか、布製パーテーションや段ボールベッドなどが既に被災地に到着し始

めているほか、スポットクーラーなどの熱中症対策物資も順次、発送されている。 
○引き続き、避難所生活の環境整備に、省庁の垣根を越えて、全力を尽くしてまいる。 
○罹災証明は、被災者の生活再建のベースであり、住家の速やかな被害認定のために、修

理、片付けを行う前の写真撮影の徹底などの留意事項について、昨日通知を行った。今

後、周知徹底を図ってまいる。 
○激甚災害の指定については、既に関係省庁と連携して調査を開始している。 
○今後の降雨の状況によるが、調査を進め、先ずは一週間をめどに、指定基準を満たすも

のがあれば、速やかに指定見込みを公表してまいる。 
 
（国家公安委員会委員長） 
○続いて、国家公安委員会委員長として申し上げる。 
○警察では、新たに近畿４府県から部隊を派遣し、引き続き、ヘリによる情報収集、浸水

地域での安否不明者の捜索、救出救助活動等に当たっているところ。 
 
（総務大臣） 
○消防関係では、26,000 名の消防職団員が活動している。 
○緊急消防援助隊などについては、８県から陸上部隊 200 隊 720 名とヘリ 1 機が出動し、

これまで 172 名を救出・救助した。 
○本日は、地元消防とも連携して、ボートも活用した人命救助活動を行っている。浸水被

害の大きい地域においては、安否確認を徹底するため戸別訪問を行う「ローラー作戦」

を実施している。 
○総務省職員 5 名、消防庁職員 12 名を現地に派遣している。 
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○自治体職員の応援派遣については、熊本県の被災 7 市町村に対し、九州・中国ブロック

の 7 県市から総括支援チームとして、24 名の職員が派遣され、現地で活動をしている。 
○通信関係については、早期の復旧に向けて、通信機器の貸出しや車載型基地局の展開、

携帯電話用充電器の避難所への配備を進めているほか、避難などの理由によりサービス

を利用できない方への基本料金の減免や支払期限の延長を行うなど、通信事業者とも連

携しつつ取り組んでまいる。 
 
（厚生労働大臣） 
〇水道関係は、熊本県で最大で 9,401 戸以上の断水が確認されていたが、その後、生活用

水レベルも含めて 6,958 戸が解消済みであり、2,443 戸以上の断水となっている。 
〇ただ、熊本県球磨村は孤立状態をしており確認中の地域もある。派遣可能な状況になり

次第、水道協会とも連携して関係者の現地派遣等を調整していきたい。 
〇医療機関は、熊本県内で 13 時時点で合計 15 医療機関が浸水等の被害を受けている。被

害が深刻な球磨医療圏では、災害拠点病院である JCHO 人吉医療センターを中心として

医療機器の援助をしている。現時点で大規模な患者搬送等の必要はない 
〇DMAT は合計 60 隊が現地で活動を行っている。 
〇先ほど、鹿児島県の一病院において、土砂崩れの被害があったとのことだが、当該病院

は精神病院だが患者は全員避難している。 
〇社会福祉施設は、八代市、人吉市など 8 市町村で合計 43 施設において浸水等の被害が生

じている。球磨村の特別養護老人ホームの「千寿園」では、亡くなった方を除く 51 名全

員を救出し、病院へ搬送されている。それ以外の施設には人的被害はない。 
〇厚労省からは 4 名を現地に派遣し、うち 2 名が避難所を回り感染症や熱中症の予防対策

を中心に支援している。残り 2 名は県庁で対応している。 
〇熊本県から被災地の保健医療活動を支援する災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の
派遣要請があり、派遣調整を行っている。 

○ちょうど 2 年前西日本の豪雨災害が発生した所であり、私も朝、追悼式に行ってきたが、

かなり九州において大変な被害がこれからさらに進むということで、注意して対応して

いきたい。 
 
（農林水産大臣） 
○農林水産関連のため池や農業用ダムでは、人的被害の報告はない。熊本県・鹿児島県の

防災重点ため池320箇所のうちの125箇所で点検済み。うち１箇所で損傷の被害があり、

応急対応を行っている。 
○本日の雨による被害については、報告されていない。 
○プッシュ型支援については、既に、飲料水 2 万点、カップめん１万点を広域物資輸送拠

点に配送済み。８日（水）までに計 10 万点の食料・飲料の配送を終える予定。その他の
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食料・飲料の確保は、レトルト・缶詰などそれについても関係省庁と綿密な連絡をとっ

て対応している。 
○被害状況の調査については、本日、農林水産省緊急自然災害対策本部を TV 会議で開催し、

農業等の被害状況を現地から直接報告を受ける。 
○農林水産省としては、引き続き、災害対応にあたって、関係省庁・熊本県等と連携し、

先手先手の対応に努めてまいる。 
 
（経済産業大臣） 
○本日 15 時時点での熊本県内の停電状況は、浸水被害のあった球磨村、八代市等を中心に

合計約 4,170 件。土砂崩れや道路陥没等で、立ち入り困難な場所にある約 4,000 件を除

き、復旧は完了済み。 
○立ち入り困難な場所についても、速やかな復旧に取り組んでいるが、一部残された住民

にいち早く電気を届けるため、電源車やポータブル発電機をお届けするよう県庁や自衛

隊等と検討を進めている。 
〇また、本日の豪雨により、鹿児島県において新たに、7,260 件の停電が発生。今後巡視に

より速やかに現状を確認してまいる。 
○避難を余儀なくされている住民の方々の生活関連物資などのニーズをしっかり把握する

ため、経産省から現地に、本日新たに 6 名の職員を追加派遣し、計 13 名の体制を敷いて

いる。 
○特に避難所の暑さ対策が課題である。最も避難者数の多い人吉スポーツパレスには、本

日、スポットクーラーを 5 台届けた。また、現在派遣した職員が、県や市とともに空調

を必要とする施設の特定を進めており、明日以降、さらに冷房効果の高い業務用クーラ

ーを含め、順次、設置してまいる。 
○小売店については、人吉市、球磨村、芦北町などにおいて、浸水被害等により、営業が

できないコンビニが約 10 店舗あるが、現在のところ物流に支障は出ていない。今後も営

業店舗の品揃え、現場の状況をよく確認し、生活物資が不足することのないよう、対処

してまいる。 
○熊本及び鹿児島の 8 市 7 町 5 村に災害救助法が適用されたことを受け、被災した中小企

業・小規模事業者の皆様が、早期に事業を再開できるよう、相談窓口の設置や資金繰り

支援などの対策を講じている。今後とも企業の被害の状況を丁寧に確認し、必要な対策

を講じてまいる。 
○引き続き、派遣職員などからの現場の声をしっかりと受け止め、被災地域に寄り添った

対策を講じてまいる。 
 
（国土交通副大臣） 
○先ほど気象庁長官から報告があったけれども、本日 16 時 30 分に福岡県、長崎県、佐賀
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県について大雨特別警報が発令された。 
○昨日から再び降り始めたこの大雨によって、国管理の遠賀川水系彦山川、宮崎県管理の

本城川で氾濫が発生しているほか、国が管理する福岡県内の筑後川水系巨瀬川では、氾

濫危険水位を超過し、氾濫の危険が高まっており、洪水予報を発出して避難を呼びかけ

ているところ。引き続き、状況を注視し、必要な防災情報を積極的に発信してまいる。 
○3 日からの大雨に伴う被災については、海上保安庁が引き続き、人命の救助・捜索を行う

とともに、テックフォース 111 名が、排水ポンプ車により 24 時間体制で排水活動を行っ

ており、球磨川沿川の浸水は、本日 12 時時点でおおむね解消した。引き続き、昨日から

の降雨に備えるとともに機能が停止した人吉市の下水道処理場等の排水を行い、早期の

機能回復を目指す。 
○国管理の球磨川で堤防が決壊した１箇所は、本日午前 9 時に仮の堤防が完成した。 
○高速道路については、現在、一部区間で通行止めとなっているが、緊急車両は全ての区

間で通行可能となっている。 
○熊本県が管理する国道 219 号等では、球磨川沿いの橋梁 14 橋の流出がこれまでに確認さ

れており、県と連携して早期復旧に取り組む予定。 
○3 箇所の橋梁流出が確認された鉄道については、地域住民の生活の足の早期確保に向け、

事業者と連携した対応を進めてまいる。 
○昨日、総理からご指示のあった、避難の長期化に備えた旅館やホテルの確保については、

早速、宿泊団体に協力要請を行い、引き続き、調整を進める。 
○引き続き、大雨に厳重な警戒を続けるとともに、自治体等と連携を密にして地域に寄り

添った対応をしてまいる。 
 
（防衛副大臣） 
○自衛隊は昨日、約 2,580 名の隊員及び航空機 22 機により、昼夜を問わず人命救助等の活

動を行い、これまれ累計 564 名の住民の方を救助した他、物資輸送や道路啓開、給水支

援等を実施している。 
○今回の大雨により広大な地域で深刻な浸水被害や土砂崩れが発生していることから多く

の孤立地帯が生じている。人命救助に加えて、水や食料等の物資輸送や孤立地帯解消の

ための道路啓開がさらに重要になると考えている。 
○今後は様々な生活支援等のニーズへの対応が求められることから、最大 200 名の即応予

備自衛官の招集を進めて態勢を強化する。 
○引き続き、人命第一で対応し、陸海空自衛隊の持てる力を結集して地方自治体や関係機

関と緊密に連携しつつ、救援活動に万全を期してまいる。 
 
４．内閣総理大臣発言 
〇九州をはじめ全国各地で断続的に大雨が降り続いており、本日午後 4 時 30 分に福岡県、
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佐賀県、長崎県に大雨特別警報が発出された。３県にお住いの皆さんにおかれては、自

治体から出される避難情報に十分に注意し、早め早めに自らの命を守る行動をとってく

ださい。 
〇各位にあっては避難や大雨、河川に関する情報提供を引き続き、適時・適切に行うとと

もに、被害が発生している地域においては地元自治体と緊密に連携しつつ、政府一体と

なって人命第一で応急対策に全力で取り組んでください。 
〇熊本県をはじめとする被災地では、各部隊による２４時間体制での懸命の救出・救助活

動等が続いている。引き続き孤立した住宅等からの救助、安否不明者の捜索に全力で当

たってください。 
〇決壊した球磨川の堤防については、国土交通省のテックフォースが２４時間体制で対応

してきた結果、本日仮堤防が完成した。 
〇全国から派遣した排水ポンプ車により、浸水については人吉市では概ね解消したが、引

き続き警戒を怠ることなく排水活動を続行してください。 
〇被災者の生活支援も欠かせません。被災者生活生業再建支援チームを通じたプッシュ型

支援により、これまでに被災地には食料や飲料をはじめ段ボールベッド、パーテーショ

ン等が既に到着し、クーラーや簡易トイレも発送されている。引き続き、被災地のニー

ズを先取りし支援に全力をあげてください。 
〇今後の被災地の速やかな復旧のためには、被災自治体が財政上安心して復旧に取り組む

ことができる態勢づくりが重要。これらの観点から普通交付税の繰り上げ交付を迅速に

実施してください。 
〇激甚災害の指定に向けた調査を迅速に実施し、指定基準を満たすものがあれば速やかに

指定見込みを公表してください。 
〇梅雨前線は８日頃にかけて、西日本から東日本に停滞し広範な地域で大雨となる可能性

があります。被災地や特別警報が出された福岡県、佐賀県および長崎県にお住いの皆様

はもとより、国民の皆様におかれましては自治体からの情報に十分に注意をし、油断す

ることなく命を守る行動を取って頂くようお願いします。 
（以上） 


